
 
 
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 
 

第１５回建設･産業小委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   日 時 ： 平成１５年５月２３日（金） 
       午前９時３０分～ 

 
     場 所 ： 網野町 あみの図書館 

  
 
 



次  第 
 
 
 
１ 開 会 
 
 
２ 委員紹介 
 
 
３ 議 題 
 
（１）協議第１号 １９－２３ 都市計画の取扱い 
 
（２）協議第２号 １９－２５ 公営住宅の取扱い（その３） 
 
（３）協議第３号 １９－２６ 上水道等の取扱い（その２）「継続協議」 
  
（４）協議第４号 １９－２７ 下水道等の取扱い（その２）「継続協議」 
 
（５）協議第５号 １９－２６ 上水道等の取扱い（その３） 
 
（６）協議第６号 １９－２７ 下水道等の取扱い（その３） 
 
（７）次回の議題について 
 
   協定項目の協議について 
 
（８）次回の小委員会の予定について 
 
   第１６回建設・産業小委員会 
    日 時：平成１５年６月１１日（水）午後２時００分から 

     場 所：久美浜町福祉センター 
 
 
４ その他 
 
  



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 １ 都市計画マスタープラン 分科会名 都市計画建設分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 策定の有無 

 

 

無 

 

 

― 

 

無 

 

 

― 

 

― 

 

― 

 

根拠条例・要綱・規則等       

 １ 

都市計画法 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針）  

第十八条の二  市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるも

のとする。 

 ２  市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を

講ずるものとする。 

 ３  市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 

 ４  市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 １ 都市計画マスタープラン 分科会名 都市計画建設分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

新市に移行後、住民意見を反映させながら、まちづくりの基礎となる都市計画の基本的な方針を定めるため、都市計画

マスタープランを作成する。 

 

 峰山町・網野町とも、都市計画マスタープランは作成していない。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
１ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ２ 都市計画の区域区分 分科会名 都市計画建設分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 都市計画の区域区分 

 

都市計画名 峰山町都市計画 

区域 面 積 構成比 

都市計画区域 67.45k㎡ １００％ 

市街化区域 無  

第一種低層住居専用地域 無  

第二種低層住居専用地域 無  

第一種中高層住居専用地域 無  

第二種中高層住居専用地域 無  

第一種住居地域 無  

第二種住居地域 無  

準住居地域 無  

近隣商業地域 無  

商業地域 無  

準工業地域 無  

工業地域 無  

用

途

地

域

工業専用地域 無  

市街化調整区域 無   

 

― 

 

都市計画名 網野都市計画 

区域 面 積 構成比 

都市計画区域 13.13k㎡ １７．５％

市街化区域 無  

第一種低層住居専用地域 無  

第二種低層住居専用地域 無  

第一種中高層住居専用地域 無  

第二種中高層住居専用地域 無  

第一種住居地域 無  

第二種住居地域 無  

準住居地域 無  

近隣商業地域 無  

商業地域 無  

準工業地域 無  

工業地域 無  

用

途

地

域

工業専用地域 無  

市街化調整区域 無   

 

― 

 

― 

 

― 

根拠条例・要綱・規則等 都市計画法  都市計画法    

 ２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ２ 都市計画の区域区分 分科会名 都市計画建設分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 当面は現行のまま新市に継承し、新市において、新たな都市計画区域の検討を行う。 

 

 新市において、二箇所の都市計画区域が存在することとなる。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ３ 都市公園 分科会名 都市計画建設分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 都市公園の名称 

 

 

 

２ 所管管理 

 

 

 

３ 使用料 

 

 

 

・峰山総合公園 

・峰山途中ケ丘公園 

 

 

・（財）峰山町公園緑化事業団に委託 

 

 

 

・峰山途中ケ丘グラウンド        １面  １時間 ５００円

・峰山途中ケ丘グラウンドゴルフコース １コース １時間 ４００円

・峰山途中ケ丘公園管理棟 ホール    １室  １時間 ３００円

             予備室    １室  １時間 ２００円

・峰山球場               １面  １時間 ８００円

・峰山総合公園テニスコート コート   １面  １時間 ３００円

              照明    １面  １時間 ５００円

 

 

―  

・八丁浜シーサイドパーク 

 

 

 

・建設課 

 

 

 

・道路占用料徴収条例に基づく占用料と同額 

 

 

 

 

 

 

 

 

― ― ― 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町都市公園条例  網野町立都市公園条例    

 ３ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ３ 都市公園 分科会名 都市計画建設分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 都市公園施設は、現行のまま、新市に継承する。 

 峰山町の都市公園施設の管理は、公益法人等に委託する。 

 峰山総合公園・峰山途中ケ丘公園の使用料については、現行どおりとし、八丁浜シーサイドパークに係る占用料につい

ては、新市における道路占用料徴収条例に基づく占用料と同額とする。 

 

 使用料の規定に相違がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
３ 

＊新市における道路占用料徴収条例に基づく占用料予定額 
占用物件 単位 占用料額（円） 占用物件 単位 占用料額（円） 

第１種電柱 1,000 上空通路 2,900 

第２種電柱 1,600 地下通路 1,500 

第３種電柱 2,200 その他通路 

１㎡１年

1,400 

第１種電話柱 930 露天等施設一時的 １㎡１日 44 

第２種電話柱 1,500 露天等施設その他 １㎡１月 440 

第３種電話柱 2,100 一時的看板 １㎡１月 440 

他の柱類 

１本１年

72 その他看板 １㎡１年 4,400 

共架電線 10 標識 １本１年 1,100 

地下電線 
１ｍ1年

5 旗ざお 一時的 １本１日 44 

路上変圧器 １個１年 700 旗ざお その他 １本１月 440 

地下変圧器 １㎡１年 480 幕 一時的 １㎡１日 44 

変圧塔等 1,400 幕 その他 １㎡１月 440 

郵便差出箱 
１個１年

600 車道横断アーチ 4,400 

広告塔 １㎡１年 4,400 その他アーチ 
１基１月

2,200 

その他工作物 １㎡１年 1,400 工事用板囲等 １㎡１月 440 

0.1m未満 48

0.15m未満 72

0.2m未満 95

0.4m未満 190

1.0m未満 480

水

菅

等

1.0m以上 

１ｍ1年

950

日よけ等施設 1,400

地下街等 １階 Ax0.003 

地下街等 ２階 Ax0.005 

地下街等３階以上 

１ｍ1年

Ax0.006 

 
＊Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ４ 都市下水路 分科会名 都市計画建設分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 都市下水路条例制定の有無 

 

 

 

 

 

２ 都市下水路の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 占用料 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

都市下水路名 延長（ｍ） 

風呂川都市下水路 
２，４６０ｍ 

うち残５１９ｍ（休止中）

風呂川水系カイセ川都市下水路 
２，５４４ｍ 

うち残４４８ｍ（休止中）

 

 

 

 

 なし 

―  

有 

（都市下水路の設置、管理及び使用に関しての必要な事項を定めて

いる。「・設置（名称）・行為の許可・占用の許可・占用料・行為の

禁止等」） 

 

 

都市下水路名 延長（ｍ） 

北大路都市下水路 ６９３ｍ

内ケ森都市下水路 ８７０ｍ

浜河口都市下水路 ６００ｍ

勝山都市下水路 ５９０ｍ

小栓川都市下水路 １，４０１ｍ

 

 

 

 道路占用料徴収条例に基づく占用料と同額 

 

― ― ― 

根拠条例・要綱・規則等   網野町都市下水路条例    

 ４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ４ 都市下水路 分科会名 都市計画建設分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市において、新たな条例を制定し占用料を徴収する。 

 なお、占用料の額は、新市における道路占用料徴収条例に基づく占用料と同額とする。 

 

 網野町のみ条例を制定し、占用料を徴収している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
４ 

＊新市における道路占用料徴収条例に基づく占用料予定額 
占用物件 単位 占用料額（円） 占用物件 単位 占用料額（円） 

第１種電柱 1,000 上空通路 2,900 

第２種電柱 1,600 地下通路 1,500 

第３種電柱 2,200 その他通路 

１㎡１年

1,400 

第１種電話柱 930 露天等施設一時的 １㎡１日 44 

第２種電話柱 1,500 露天等施設その他 １㎡１月 440 

第３種電話柱 2,100 一時的看板 １㎡１月 440 

他の柱類 

１本１年

72 その他看板 １㎡１年 4,400 

共架電線 10 標識 １本１年 1,100 

地下電線 
１ｍ1年

5 旗ざお 一時的 １本１日 44 

路上変圧器 １個１年 700 旗ざお その他 １本１月 440 

地下変圧器 １㎡１年 480 幕 一時的 １㎡１日 44 

変圧塔等 1,400 幕 その他 １㎡１月 440 

郵便差出箱 
１個１年

600 車道横断アーチ 4,400 

広告塔 １㎡１年 4,400 その他アーチ 
１基１月

2,200 

その他工作物 １㎡１年 1,400 工事用板囲等 １㎡１月 440 

0.1m未満 48

0.15m未満 72

0.2m未満 95

0.4m未満 190

1.0m未満 480

水

菅

等

1.0m以上 

１ｍ1年

950

日よけ等施設 1,400

地下街等 １階 Ax0.003 

地下街等 ２階 Ax0.005 

地下街等３階以上 

１ｍ1年

Ax0.006 

 
＊Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ４ 都市下水路 分科会名 都市計画建設分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

４ 浸水対策審議会 

 ①審議会設置の有無 

 

 

 

 ②審議会の名称 

 

 

 

 ③設置目的 

 

 

 

 

 

 ④組織 

 

 

無 

―  

 

有 

 

 

 

 小栓川排水区浸水対策審議会 

 

 

 

 小栓川排水区における豪雨による家屋等の浸水を未然に防止す

るための対策を円滑に推進するため、地方自治法第１３８条の４第

３項の規定に基づき、小栓川排水区浸水対策審議会を設置する。 

 

 

 

①委員＝７名 

  網野町議会議員＝２名 

  浸水地区に居住する者＝３名 

  学識経験者＝２名 

②任期＝２年 

― ― ― 

根拠条例・要綱・規則等       

 ５ 

地方自治法 

第百三十八条の四  普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 

 ○２  普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権

限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 

 ○３  普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調

停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ４ 都市下水路 分科会名 都市計画建設分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

４ 浸水対策審議会 

   小栓川排水区浸水対策審議会は、合併時において廃止する。 

   （小栓川排水区における浸水対策事業が一定完了しているため、豪雨による家屋等の浸水対策については、新市に

おける地域防災計画において対応することとする） 

 

４ 浸水対策審議会 

   網野町の小栓川排水区に限り浸水対策審議会が設置されている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ５ 都市計画審議会 分科会名 都市計画建設分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 審議会設置の有無 

 

 

２ 審議会の名称 

 

 

３ 審議の内容 

 

 

 

 

 

４ 審議会の組織 

 

有 

 

 

峰山町都市計画審議会 

 

 

①都市計画に関する重要事項 

②都市計画法第５９条第５項及び第６項の規定により、国土交通大臣又

は京都府知事に対し提出する意見書に関する事項 

③その他都市計画に関し必要と認める事項 

 

 

審議会は、委員１３人をもって組織する。 

 

― 

 

有 

 

 

網野町都市計画審議会 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

 

 

 

審議会は、委員１０人をもって組織する。 

 

― 

 

― 

 

― 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町都市計画審議会条例  網野町都市計画審議会条例    

 

都市計画法 

（市町村都市計画審議会）  

第七十七条の二  この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問

に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことがで

きる。 

 ２  市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することがで

きる。 

 ３  市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村

の条例で定める。 

都市計画法 

（施行者）  

第五十九条  都市計画事業は、市町村が、都道府県知事（第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土

交通大臣）の認可を受けて施行する。 

 ２  都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交

通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 

 ３  国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することがで

きる。 

 ４  国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要

とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可

を受けて、都市計画事業を施行することができる。 

 ５  都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければ

ならない。 

 ６  国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第四項までの規定による認可又は承認をしようとする場合にお

いて、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、

若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼ

すおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者又は当該土地改良事業計画に

よる事業を行う者の意見をきかなければならない。ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。 

 ７  施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、その

定められている者でなければ、施行することができない。 

６ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 ５ 都市計画審議会 分科会名 都市計画建設分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市において、新たな都市計画審議会を設置する。 

 委員の構成については、新市において調整する。 

 

 特になし（都市計画をもつ峰山町・網野町に審議会が設置されている。） 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
６ 



 

 

 

凡例 
 面 積 構成率 
峰山町都市計画区域  ６７．４５ｋ㎡ １００．０％ 
網野町都市計画区域  １３．１３ｋ㎡ １７．５％ 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２５公営住宅の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 １ 一般公営住宅 分科会名 住宅分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

10 入居者の費用負担 

 

「峰山町町営住宅の設置並び

に管理に関する条例」 

（入居者の費用負担義務） 

第２１条 次の各号に掲げる

費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下

水道の使用料 

(2) 汚物及びじんかいの処理

に要する費用 

(3) 共同施設、給水施設及び

汚水処理施設の使用又は維持

及び運営に要する費用  

 

 

(4) 前条第１項に規定するも

の以外の町営住宅及び共同施

設の修繕に要する費用 

 

（第５章 駐車場の管理） 

町営住宅の共同施設として

整備された駐車場の管理につ

いて、使用許可の手続等を定め

管理している 

第５４条～第６４条 

 

 

「峰山町町営住宅の設置並び

に管理に関する条例施行規則」

（使用料） 

第３２条 条例第６０条第１

項に規定する使用料は、１駐車

区画につき月額３，０００円と

する。 

（保証金） 

第３４条 条例第６２条第１

項に規定する保証金は、当分の

間徴収しない。 

「大宮町営住宅の設置及び管

理に関する条例」 

（入居者の費用負担義務） 

第２１条 次の各号に掲げる

費用は、入居者の負担とする。

(1) 同左 

  

(2) 同左 

  

(3) 同左 

 

  

 

 

(4) 同左  

 

 

 

＊駐車場なし 

「網野町営住宅設置並びに管

理条例」 

（入居者の費用負担義務） 

第２１条 次の各号に掲げる

費用は、入居者の負担とする。 

(1) 同左 

  

(2) 同左 

  

(3) 給水施設、排水処理施設

等の共同施設の維持管理に要

する費用 

 

 

(4) 同左 

 

  

(5) 全各号に掲げるもののほ

か、町長が定める費用 

 

「網野町営住宅設置並びに管

理条例施行規則」 

（入居者の費用負担額） 

第１４条 町長は、条例第２１

条第５号に掲げる費用のうち

駐車場使用料を入居者から徴

収する。 

２ 条例第１６条の規定は、共

益費及び駐車場使用料の徴収

及び納付について準用する。 

３ 第１項に定める駐車場使

用料並びに条例第２１条第３

号に定める共益費の額は、別

表第１及び別表第２のとおり

とする。 

別表第１ 駐車場使用料＝１，

０００円/台 

別表第２ 共益費＝５，０００

円/戸 

「丹後町営住宅設置並びに管

理条例」 

（入居者の費用負担義務） 

第２２条 次の各号に掲げる

費用は、入居者の負担とする。

(1) 同左 

  

(2) 同左 

  

(3) 峰山町に同じ 

 

  

 

 

(4) 同左 

 

 

 

＊駐車場なし 

「弥栄町営住宅の設置及び管

理に関する条例」 

（入居者の費用負担義務） 

第２１条 次の各号に掲げる

費用は、入居者の負担とする。

(1) 同左 

  

(2) 同左 

  

(3) 同左 

 

  

 

 

(4) 同左 

 

 

 

＊駐車場使用料＝０円 

「久美浜町営住宅の設置及び

管理に関する条例」 

（入居者の費用負担義務） 

第２０条 次の各号に掲げる

費用は、入居者の負担とする。 

(1) 同左 

  

(2) 同左 

  

(3) 共同施設又はエレベータ

ー、給水施設及び汚水処理施

設の使用又は維持、運営に要

する費用 

  

(4) 同左 

 

 

 

＊駐車場なし 

根拠条例・要綱・規則等       

 １ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２５公営住宅の取扱い 整理番号  専門部会名 建設部会 

分    類 １ 一般公営住宅 分科会名 住宅分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

10 入居者の費用負担 

    ①条例・規則の取扱いについては、統一した内容に調整し、新市に移行する。 

 

    ②駐車場使用料については全て有料とし、使用料設定基準の統一化を図る。 

 

 

 

    ③共益費については、入居者の直接負担とし、自治体による共益費の徴収は廃止する。 

 

    

 

10 入居者の費用負担 

    ①費用負担の規定方法に相違がある。 

 

    ②駐車場使用料について、峰山町は３，０００円、網野町は１，０００円となっており、弥栄町においては、無

料となっている。 

 

 

    ③共益費については、網野町を除く５町は入居者が直接負担をし、網野町は１戸当り５，０００円を町が徴収し

ている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 １ 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

「継続協議分」 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 １ 上水道事業 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 水道料金単価表 

（平成１４年３月３１日

現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金単位：円

 

基本料金 

（１ケ月当り） 

 料金

 

用途 水量 料金 

超過料金(1m3

当り) 

一般用 175

浴場営

業用 

5m3 670 
40

 

私設消火栓 １回５分以内  1,500円

 

（消費税別） 

料金単位：円

基本料金 

（１ケ月当り）

 料金

 

施設 水量 料金

超過料金(1m3

当り) 

一般家

庭用 

営業用

官公署

用 

5m3 640

臨時用 10m3 2,000

6m3～50m3 

140

51m3～100m3 

160

101m3以上 

190

 

（消費税別） 

 

料金単位：円

基本料金（月額） 

口径 
基本

水量

基本料

金 

１３ｍｍ 1,200

２０ｍｍ 1,830

２５ｍｍ 2,670

４０ｍｍ 3,370

５０ｍｍ 4,080

７５ｍｍ 

５m3

5,130

 

超過料金（月額１m3につき） 

口径 20mm

以下

25mm

以上

6m3以上51m3

未満 
150 160

51m3以上 

101m3未満 
170

101m3以上 

201m3未満 
180

201m3以上 200

臨時用 

（6m3以上）

工事に使用す

る場合は 480

円 

６か月以内の

一時的使用は

250円 

 

（消費税別） 

 

料金単位：円

基本料金（月額） 

口径 基本料金 

１３ｍｍ 500

２０ｍｍ 1,300

２５ｍｍ 2,200

４０ｍｍ 5,700

５０ｍｍ 8,600

７５ｍｍ 20,000

 

水量料金（１m3当り／月） 

水量 料金 

1m3～10m3 140

11m3～20m3 170

21m3～30m3 190

31m3～50m3 220

51m3以上 240

 

（消費税別） 

 

該当施設なし 

 

該当施設なし 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町給水条例 大宮町水道事業給水条例 網野町水道条例 丹後町給水条例   

 １ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 １ 上水道事業 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

３ 水道料金単価表 

  上水道料金については、合併時に統一し、次のとおりとする。 
 

基本料金（月額）            料金単位：円 

基本水量 基本料金 

５m3 ９００

超過料金（月額１m3につき） 

水量 超過料金 

6m3以上31m3未満 １６０

31m3以上51m3未満 １７０

51m3以上101m3未満 １８０

101m3以上201m3未満 １９０

201m3以上 ２００

臨時用 

（6m3以上） 

工事に使用する場合

は480円 

６か月以内の一時的

使用は250円 

（消費税込み） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

３ 水道料金単価表 

   各町の料金単価に大きな相違がある。 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
１ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 簡易水道事業 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

 

３ 水道料金単

価表 

（平成１４年３

月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当施設

なし 

料金単位：円

基本料金 

（１ケ月当り） 

 料金 

 

施設 水量 料金 

超過料金(1m3

当り) 

奥大野 10m3 800 11m3以上 

80

三重 8m3 1,500 9m3以上 

200

森本 8m3 1,500 9m3～50m3 

150

51m3～100m3 

180

101m3以上 

200

竹野川 8m3 1,200 9m3～30m3 

120

31m3～50m3 

130

51m3以上 

140

10m3 1,000 五十河 

(10)m3 (500) 

11m3以上 

100

常吉 8m3 1,500 9m3以上 

200

久住 8m3 1,500 9m3以上 

200

臨時用 10m3 2,000 各簡易水道の

超過料金 

（ ）内は準世帯（隠居・工場等） 

（消費税別） 

 

料金単位：円

基本料金（月額） 

口径 
基本

水量

基本料

金 

１３ｍｍ 1,200

２０ｍｍ 1,830

２５ｍｍ 2,670

４０ｍｍ 3,370

５０ｍｍ 4,080

７５ｍｍ 

５m3

5,130

 

超過料金（月額１m3につき） 

口径 
20mm

以下

25mm

以上

6m3以上51m3

未満 
150 160

51m3以上 

101m3未満 
170

101m3以上 

201m3未満 
180

201m3以上 200

臨時用 

（6m3以上）

工事に使用す

る場合は 480

円 

６か月以内の

一時的使用は

250円 

 

（消費税別） 

 

料金単位：円

基本料金（月額） 

口径 基本料金 

１３ｍｍ 500

２０ｍｍ 1,300

２５ｍｍ 2,200

４０ｍｍ 5,700

５０ｍｍ 8,600

７５ｍｍ 20,000

 

水量料金（１m3当り） 

電力地区 自流地区 

140 120

 

（消費税別） 

 

料金単位：円

   料金 

施設 

基本料金

10m3/月 

超過料金 

１m3当り

中央簡水

第２系統
200

上記以外

930

80

 

（消費税込） 

 

料金単位：円 

基本料金（月額） 

用途 基本水量 基本料金 

一般用 10m3以下 1,260 

学校用 20m3以下 2,910 

臨時用 10m3以下 2,420 

プール 1m3につき195円 

 

超過料金（１m3当り） 

11m3～20m3 145 

21m3～30m3 155 

31m3～50m3 165 
一般用 

51m3以上 195 

11m3～20m3 - 

21m3～30m3 155 

31m3～50m3 165 
学校用 

51m3以上 195 

11m3～20m3 245 

21m3～30m3 245 

31m3～50m3 245 
臨時用 

51m3以上 245 

 

神谷・奥馬地 

甲坂・河内 

１戸（１月） 

631 

 

（消費税別） 

根拠条例・要綱・

規則等 

 大宮町水道事業給水条例 網野町水道条例 丹後町給水条例 弥栄町給水条例 久美浜町簡易水道等事業給水条例 

 ２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 簡易水道事業 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

３ 水道料金単価表 

  簡易水道及び飲料水供給施設等の水道料金については、合併時に統一し、次のとおりとする。 
 

基本料金（月額）            料金単位：円 

基本水量 基本料金 

５m3 ８００

超過料金（月額１m3につき） 

水量 超過料金 

6m3以上31m3未満 １４０

31m3以上51m3未満 １５０

51m3以上101m3未満 １６０

101m3以上201m3未満 １７０

201m3以上 １８０

臨時用 

（6m3以上） 

工事に使用する場合

は460円 

６か月以内の一時的

使用は230円 

（消費税込み） 

 

 ただし、大宮町の奥大野・五十河地区の簡易水道区域及び弥栄町の中央簡水第２系統以外の簡易水道区域については、

次より緩和措置を講ずる。 

 合併時から平成１６年度＝新料金から３０％を減額する。 

 平成１７年度＝新料金から２０％を減額する。 

 平成１８年度＝新料金から１０％を減額する。 
 

 なお、久美浜町の神谷・奥馬地・甲坂・河内の各簡易水道区域については、１ケ月８００円（消費税込み）の定額料金

とする。ただし、合併時から平成１６年度は６６０円、平成１７年度は７００円、平成１８年度は７５０円とする。 

 

 

 

 

 

 

３ 水道料金単価表 

   各町の料金単価に大きな相違がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 ２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 飲料水供給施設等 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

３ 水道料金単価表 

（平成１４年３月３１日

現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金単位：円

・飲料水供給施設 

  １か月につき８００円 

 

・飲料水簡易給水施設 

区分 水量 金額 

基本料金 20m3まで 1,200

超過料金 20m3以上 1m3につき 

145

 

（消費税込） 

該当施設なし 

 

料金単位：円

基本料金（月額） 

口径 
基本

水量

基本料

金 

１３ｍｍ 1,200

２０ｍｍ 1,830

２５ｍｍ 2,670

４０ｍｍ 3,370

５０ｍｍ 4,080

７５ｍｍ 

５m3

5,130

 

超過料金（月額１m3につき） 

口径 20mm

以下

25mm

以上

6m3以上51m3

未満 
150 160

51m3以上 

101m3未満 
170 

101m3以上 

201m3未満 
180 

201m3以上 200 

臨時用 

（6m3以上）

工事に使用す

る場合は 480

円 

６か月以内の

一時的使用は

250円 

 

（消費税別） 

 

管理施設なし 

 

料金単位：円

基本料金（月額） 

   料金 

施設 

基本料金

10m3/月 

超過料金 

１m3当り

掘越・吉

野 
370

上記以外 930

80

 

（消費税込） 

 

料金単位：円 

基本料金（月額） 

用途 基本水量 基本料金 

一般用 10m3以下 1,260 

学校用 20m3以下 2,910 

臨時用 10m3以下 2,420 

プール 1m3につき195円 

 

超過料金（１m3当り） 

11m3～20m3 145 

21m3～30m3 155 

31m3～50m3 165 
一般用 

51m3以上 195 

11m3～20m3 - 

21m3～30m3 155 

31m3～50m3 165 
学校用 

51m3以上 195 

11m3～20m3 245 

21m3～30m3 245 

31m3～50m3 245 
臨時用 

51m3以上 245 

 

（消費税別） 

根拠条例・要綱・規則等 

峰山町飲料水供給施設の設置及び管理に

関する条例 

峰山町飲料水簡易給水施設の設置及び管

理に関する条例 

 網野町水道条例  弥栄町給水条例 久美浜町簡易水道等事業給水条例 

 ３ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 飲料水供給施設等 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

３ 水道料金単価表 

  簡易水道及び飲料水供給施設等の水道料金については、合併時に統一し、次のとおりとする。 
 

基本料金（月額）            料金単位：円 

基本水量 基本料金 

５m3 ８００

超過料金（月額１m3につき） 

水量 超過料金 

6m3以上31m3未満 １４０

31m3以上51m3未満 １５０

51m3以上101m3未満 １６０

101m3以上201m3未満 １７０

201m3以上 １８０

臨時用 

（6m3以上） 

工事に使用する場合

は460円 

６か月以内の一時的

使用は230円 

（消費税込み） 

 

 ただし、弥栄町の掘越地区以外の飲料水供給施設区域については、次より緩和措置を講ずる。 

 合併時から平成１６年度＝新料金から３０％を減額する。 

 平成１７年度＝新料金から２０％を減額する。 

 平成１８年度＝新料金から１０％を減額する。 
 

 なお、峰山町の飲料水供給施設及び飲料水簡易給水施設、弥栄町の掘越地区の飲料水供給施設区域については、１ケ月

８００円（消費税込み）の定額料金とする。ただし、弥栄町の掘越地区の飲料水供給施設区域については、合併時から平

成１６年度は３７０円、平成１７年度は５００円、平成１８年度は６５０円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 水道料金単価表 

   各町の料金単価に大きな相違がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
３ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ４ 加入金・分担金 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

（平成１４年３月３１日現在：税

込） 

 

金額単位：円

口径 加入金額 

１３mm 44,100

２０mm 100,800

２５mm 157,500

４０mm 441,000

５０mm 682,500

７５mm 1,575,000

100mm以上 口径比率を勘

案して町長が

定める額  

 

・上水道事業       金額単位：円

口径 加入金額 

１３mm 63,000

２０mm 189,000

２５mm 315,000

３０mm 504,000

４０mm 1,134,000

５０mm 2,016,000

75mm以上 口径比率を勘案

して定める 

 

・簡易水道事業      金額単位：円

施設名 口 径 加入金額

１３ｍｍ 63,000

２０ｍｍ 105,000

２５ｍｍ 210,000
奥大野

３０ｍｍ以上 315,000

三重 １件 210,000

１件 63,000

森本 
但し、既設加入者が給水区域

内の他の場所に給水申込を

しても加入金は徴収しない 

竹野川 １件 31,500

五十河 １件 26,250

２０ｍｍ 210,000

２５ｍｍ 315,000

３０ｍｍ 504,000
常吉 

４０ｍｍ 1,134,000

久住 １件 210,000 

金額単位：円

口 径 加入金額

１３ｍｍ 39,900

２０ｍｍ 79,800

２５ｍｍ

～ 

３０ｍｍ

159,600

４０ｍｍ 438,900

５０ｍｍ 877,800

７５ｍｍ 2,194,500

 

金額単位：円

口 径 分担金額 

１３mm 42,000

２０mm 73,500

２５mm 126,000

４０mm 252,000

５０mm

以上 

町長が別に定

める額  

金額単位：円

口 径 加入金額 

１３mm 42,000

２０mm 84,000

２５mm 126,000

４０mm 378,000

５０mm 588,000

７５mm 1,386,000

１００mm 2,478,000

１５０mm 5,586,000 

 

金額単位：円 

口 径 加入金額 

１３mm 50,000 

２０mm 130,000 

２５mm 220,000 

４０mm 670,000 

５０mm 1,000,000 

７５mm 2,500,000  

返還の有無 無 無 無 無 無 無  

 権利異動可能

の有無 

無 有 

（同一事業区域内、かつ、同一簡易水道事

業区域内に限る） 

有 

（全事業区域に可） 

有 

（同一事業区域内に限る） 

有 

（全事業区域に可） 

有 

（全事業区域に可） 

       

根拠条例・要綱・規則等 
峰山町給水条例 大宮町水道事業給水条例 網野町水道条例 丹後町上水道工事分担金条

例 

弥栄町給水条例 久美浜町簡易水道等事業給

水条例 

 ４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ４ 加入金・分担金 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

（加入金・分担金） 

   加入（分担）金は全て（上水道・簡易水道・飲料水供給施設等）統一し、次のとおりとする。 

 

口 径 
金 額（円） 

消費税別 

金 額（円） 

消費税込 

１３ｍｍ ４２，０００ ４４，１００

２０ｍｍ １００，０００ １０５，０００

２５ｍｍ １５６，０００ １６３，８００

３０ｍｍ ２２４，０００ ２３５，２００

４０ｍｍ ３９８，０００ ４１７，９００

５０ｍｍ ６２２，０００ ６５３，１００

７５ｍｍ １，３９８，０００ １，４６７，９００

１００ｍｍ ２，４８６，０００ ２，６１０，３００

１５０ｍｍ ５，５９２，０００ ５，８７１，６００

                        

（加入（分担）金の返還） 

   各町とも、加入（分担）金の返還は行っていないため、新市移行後も返還はしない。 

 

（権利の異動） 

   全区域を異動可とし、廃止の場合は、キャップ止等を行う。 

 

 

 

   加入（分担）金額に相違がある。 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ５ メーター器使用料 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ メーター器使用料（１月につき） 

      

１３ｍｍ ５０円 ５０円 ７０円 ６８円 

２０ｍｍ １００円 ７０円 １１０円 １４６円 

２５ｍｍ １２０円 １００円 １２０円 １５６円 

３０ｍｍ ２００円 ― ― ― 

４０ｍｍ ２００円 ２３０円 ２４０円 ２９２円 

５０ｍｍ ５００円 ３５０円 １，１００円 １，３６０円 

 

口  径 

７５ｍｍ

０円

１，５００円 １，７００円 １，５００円

０円

１，８４４円 

   

根拠条例・要綱・規則等 
峰山町給水条例 大宮町水道事業給水条

例 

網野町水道条例 丹後町給水条例 弥栄町給水条例 久美浜町簡易水道等事業

給水条例 

 ５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ５ メーター器使用料 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ メーター器使用料 

   合併時において、次のとおり統一する。 

 

１３ｍｍ ５０円

２０ｍｍ ８０円

２５ｍｍ ９０円

３０ｍｍ １６０円

４０ｍｍ ２７０円

５０ｍｍ ３８０円

７５ｍｍ １，３１０円

１００ｍｍ １，５５０円

口  径 

１５０ｍｍ ３，３６０円

（消費税込み） 
 

 

１ メーター器使用料 

   各町の取扱いに相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ８ 減免措置 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

 

 

 

     

１ 減免の根拠規定 

峰山町給水条例 

峰山町給水条例施行規

則 

大宮町水道事業給水条

例 

網野町水道条例 

網野町水道条例施行規

則 

丹後町給水条例 弥栄町給水条例 

弥栄町給水条例施行規

則 

久美浜町簡易水道等事業

給水条例 

２ 減免の種類 

・災害その他の理由によ

り料金の納付が困難で

ある者の料金 

・不可抗力による漏水に

起因する料金 

・町長が認めたもの 

・町長が認めたもの ・災害その他これに類す

る災厄のため、その負

担に耐えられないも

の 

・給水装置の所有者又は

使用者の善良な管理

の下に生じた漏水事

故 

・町長が認めたもの 

・町長が認めたもの ・災害その他の理由によ

り料金の納付が困難で

ある者の料金 

・不可抗力による漏水に

起因する料金 

・町長が認めたもの 

・町長が認めたもの 

 

 

 

３ 減免率 

規定なし 規定なし 前年同時期と比して

水量の差の５割を超え

ない範囲 

規定なし 規定なし 規定なし 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ６ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ８ 減免措置 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 網野町の制度をもとに、一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

 減免の種類規定に若干の相違があるとともに、減免率については、網野町のみ具体的な規定となっている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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「継続協議分」 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 料金体系（その１） 

      

 処  理  区  名 峰山処理区 大宮処理区 橘処理区 無（供用開始前） 該当施設無 久美浜処理区 

 

 ①下水道料金 

 

金額単位：円（月額）

区 分 汚水量 金 額

基本料金 ５m3まで 650

６m3～５０m3 135

５１m3～100m3 140

超過料金 

（１m3につき） 

100m3を超える分 150

 

（消費税別） 

 

金額単位：円（月額）

区 分 汚水量 金 額

基本料金 ５m3まで 1,000

６m3～５０m3 130

５１m3～100m3 140

101m3～200m3 150

超過料金 

（１m3につき）

200m3を超える分 170

 

（消費税別） 

   

金額単位：円（月額） 

区 分 汚水量 金 額 

基本料金 １０m3まで 1,500 

１１m3～２０m3 180 

２１m3～３０m3 220 

３１m3～５０m3 300 

超過料金 

（１m3につき）

50m3を超える分 420 

 

(消費税別) 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山・大宮公共下水道組合公共下水道条例 網野町公共下水道使用料条例   久美浜町下水道条例 

 １ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

６ 料金体系（その１） 

 ①下水道料金 

   公共下水道事業・集落排水事業の下水道料金については、峰山・大宮公共下水道組合（公共下水道事業）の料金表

に基づき、次により合併時に統一する。 
 

金額単位：円（月額） 

区 分 汚水量 金 額

基本料金 ５m3まで 680

６m3～５０m3 140

５１m3～100m3 145

超過料金 

（１m3につき） 

100m3を超える分 155

（消費税込み） 

 

 

６ 料金体系（その１） 

 ①下水道料金 

   料金に格差がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 １ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 料金体系（その２） 

      

処  理  区  名 峰山処理区 大宮処理区 橘処理区 無（供用開始前） 該当施設無 久美浜処理区 

② 井戸水の取扱 認定汚水量 
一般家庭＝認定汚水 

事 業 所＝メーター計測 

  
専用メーター計測 

③ 温泉水の取扱 取扱無 
一般家庭＝認定汚水 

事 業 所＝メーター計測 

  
専用メーター計測 

休止規定の有無 有 有   有 
④ 休止制度 

根拠条例・要綱・規則等 峰山・大宮公共下水道組合公共下水道条例 網野町公共下水道条例   久美浜町下水道条例 

 

⑤ 使用料納付開始時期 検査日の翌日 検査日の翌日   検査日の翌日 

     

 

  

・量水器使用料（水道水以外） 

金額単位：円（月額） 

口  径 使用料 

１３mm 68 

２０mm 146 

２５mm 156 

４０mm 292 

５０mm 1,360 

７５mm 1,844 

 

（消費税別） 

根拠条例・要綱・規則等       

 ２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

６ 料金体系（その２） 

② 井戸水の取扱 

    メーター計測を基本とし、地形的事情を考慮して、認定汚水も認める。 

    メーター器の設置工事費は、新市負担とする。 

 

③ 温泉水の取扱 

    メーター計測を原則とする。 

 

 

④ 休止制度 

    現行のとおり、休止制度を適用する。 

 

 

⑤ 使用料納付開始時期 

    現行のとおり、検査日の翌日とする。 

 

 

＊量水（メーター）器使用料については、上水道等の取り扱いに準ずる。 

 

６ 料金体系（その２） 

② 井戸水の取扱 

    認定汚水量とメーター計測との相違がある。 

 

 

③ 温泉水の取扱 

    認定汚水量とメーター計測との相違がある。 

 

 

④ 休止制度 

    なし 

 

 

⑤ 使用料納付開始時期 

    なし 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

７ 加入金・分担金 

      

処理区名 峰山処理区 大宮処理区 橘処理区 
丹後処理区 

無（供用開始前） 
該当施設無 久美浜処理区 

①加入金・分担金の額 

３２０，０００円 

一括納付の場合は、３００，０００円 

（２個目以上につき、１個当り１２０，０００円）

供用開始１年以内 ２６０，０００円

    ２年以内 ２８０，０００円

    ３年以内 ３００，０００円

   ４年目以降 ３２０，０００円

（２個目以上につき、１個当り１００，

０００円） 

  ２７０，０００円 

（２個目以上も２７０，０００円） 

②徴収期間 ３年分割又は一括徴収 ３年分割又は一括徴収   ３年分割又は一括徴収 

③減免制度の内容 
有 

２５％～１００％ 

有 

２５％～１００％ 

  有 

５０％～１００％ 

④負担金の支払時期 接続した月末 接続の翌月   翌年度から３年以内 

⑤負担金の支払方法 納付書及び口座振替 納付書   納付書（１年３分割払） 

 

⑥新規接続の場合の工事費負担 無 無   無 

       

根拠条例・要綱・規則等 
峰山・大宮公共下水道組合公共下水道事業受益者

分担金に関する条例 

網野町公共下水道事業受益者分担金に

関する条例 

  久美浜町下水道条例 

 ３ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

７ 加入金・分担金 

①加入金・分担金の額 

   加入金（分担金）の額は、３２０，０００円とし、 

供用開始１年以内は、２７０，０００円 

       ２年以内は、２８０，０００円 

       ３年以内は、３００，０００円 とする。 

同一敷地内における２個目以上の設置は、１個当り１２０，０００円とする。 

   公共マスは全て、新市で管理する。 

 

②徴収期間 

   ３年分割又は一括徴収とする。 

 

 

③減免制度の内容 

   減免制度を採用し、峰山町・大宮町・網野町の制度をもとに調整する。 

 

 

④負担金の支払時期 

   接続の翌月とする。 

 

 

⑤負担金の支払方法 

   納付書及び口座振替とする。 

 

 

⑥新規接続の場合の工事費負担 

   無料とする。 

 

 

 

 

７ 加入金・分担金 

①加入金・分担金の額 

   金額及び取扱いに相違がある。 

 

 

 

 

 

 

②徴収期間 

   な し 

 

 

③減免制度の内容 

   減免率について若干の相違がある。 

 

 

④負担金の支払時期 

   支払時期に相違がある。 

 

 

⑤負担金の支払方法 

   ほぼ同一の扱いである。 

 

 

⑥新規接続の場合の工事費負担 

   な し 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
３ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

11 使用料の減免制度 

      

処  理  区  名 峰山処理区 大宮処理区 橘処理区 無（供用開始前） 該当施設無 久美浜処理区 

減免規定の有無 

有 

（公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料

及び占用料を減額又は免除することができる。） 

有 

（公益上その他特別の理由

があると認めるときは、使

用料を軽減し又は免除する

ことができる。） 

  無 

 

根拠条例・要綱・規則等 
峰山・大宮公共下水道組合公共下水道条例 網野町公共下水道使用料条

例 

   

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

11 使用料の減免制度 

  減免制度は適用することとし、制度の内容については、峰山町・大宮町・網野町の制度をもとに調整する。 

 

11 使用料の減免制度 

久美浜町のみ減免制度がない。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 料金体系（その１） 

      

 処理区名 施設無 三重・森本 施設無 成願寺・砂方 和田野・黒部・溝谷吉野 川上南部 

 

 ①下水道料金 

 

 

 

 

使用料金（月額） 区分 

基本料金 人数割額

適用範

囲 

一般用 

１戸当り 

 

700円 

世帯員１

人当り 

800円

一般世

帯用 

１戸当り 

 

1,500円 

世帯員１

人当り 

800円

一般世

帯と業

務用が

混合し

ている

世帯 

業務用 

１戸当り 

 

2,000円 

従業員等

１人当り

400円

夜間は

無人と

なる会

社、事

務所及

び共同

作 業

場、公

民館等

 

(消費税別) 

 

  

金額単位：円（月額）

区    分 金額 

基本料金 1,300

1m3～10m3 110

11m3～20m3 130

21m3～30m3 180

31m3～50m3 250

水量料金 

（１m3につき）

51m3以上 390

 

(消費税別) 

 

 

 

使用料金（月額） 区分 

基本料金 人数割額

適用範

囲 

一般用

１世帯当

り 

1,500円

世帯員１

人当り 

 

375円

一般世

帯 

一般営

業用 

１世帯当

り 

 

 

1,500円

世帯員に

換算処理

人員を加

えた人員

１人当り

375円

一般用

と業務

用とに

区分し

難い世

帯 

業務用 １事業事

務所等当

り 

3,000円

換算処理

人員１人

当り 

 

375円

事業所

事務所

区公民

館、学

校及び

保育園

等 

 

（消費税込） 

 

未使用の

場合 

供用開始４

年目以降 

上記料金の基本

額/月額 

 

ただし、排水処理施設の供用を開始する日か

ら平成１５年度までは、吉沢・芋野・堤・溝谷・

等楽寺の区域に係る使用料の適用については、

表中「1,500円」とあるのは「900円」と、「375

円」とあるのは「225円」と、「3,000円」とあ

るのは「1,800円」とする。 

 

 

金額単位：円（月額） 

区    分 金額 

基本料金 10m3まで 1,500 

10m3～20m3 180 

21m3～30m3 220 

31m3～50m3 300 

超過料金 

(1m3につき)

51m3以上 420 

 

(消費税別) 

 

 

根拠条例・要綱・規則

等 

 大宮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に

関する条例 

 丹後町集落排水処理施設の設置及び管理に

関する条例 

弥栄町農業集落排水処理施設設置及び管理に関

する条例 

久美浜町農業集落排水処理施設の設置及

び管理に関する条例 

 ５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

６ 料金体系（その１） 

 ①下水道料金 

    公共下水道事業・集落排水事業の下水道料金については、峰山・大宮公共下水道組合（公共下水道事業）の料金

表に基づき、次により合併時に統一する。 
 

金額単位：円（月額） 

区 分 汚水量 金 額

基本料金 ５m3まで 680

６m3～５０m3 140

５１m3～100m3 145

超過料金 

（１m3につき） 

100m3を超える分 155

（消費税込み） 

ただし、弥栄町の料金については、次より緩和措置を講ずる。 

 合併時から平成１６年度＝新料金から３０％を減額する。 

 平成１７年度＝新料金から２０％を減額する。 

 平成１８年度＝新料金から１０％を減額する。 
 

 

６ 料金体系（その１） 

 ①下水道料金 

   料金に格差があるとともに、大宮町・弥栄町は人数制、丹後町・久美浜町は水量制となっている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 ５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

６ 料金体系（その２） 

      

処  理  区  名 該当施設無 三重・森本 該当施設無 成願寺・砂方 和田野・黒部・溝谷吉野 川上南部 

②井戸水の取扱  無  専用メーターで検針 無 専用メーターで検針 

③温泉水の取扱  無  無 無 専用メーターで検針 

休止規定の有無  有  有 有 有 

④休止制度 
根拠条例・要綱・規則等 

 大宮町農業集落排水処理施

設の設置及び管理に関する

条例 

 丹後町集落排水処理施設の

設置及び管理に関する条例

弥栄町農業集落排水処理

施設設置及び管理に関す

る条例施行規則 

久美浜町農業集落排水処理

施設の設置及び管理に関す

る条例 

 

⑤使用料納付開始時期  検査又は使用開始届出日  検査又は使用開始届出日 検査又は使用開始届出日 検査又は使用開始届出日 

     

・量水器使用料（水道水以外）

金額単位：円（月額）

口 径 使用料 

１３mm 70

２０mm 110

２５mm 120

４０mm 240

５０mm 1,100

７５mm 1,500

 

（消費税別） 

  

・量水器使用料（水道水以外） 

金額単位：円（月額） 

口 径 使用料 

１３mm 68 

２０mm 146 

２５mm 156 

４０mm 292 

５０mm 1,360 

７５mm 1,844 

 

（消費税別） 

根拠条例・要綱・規則等       

 ６ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

６ 料金体系（その２） 

②井戸水の取扱 

メーター計測を基本とし、地形的事情を考慮して、認定汚水も認める。 

   メーター器の設置工事費は、新市負担とする。 

 

③温泉水の取扱 

メーター計測を原則とする。 

    

④休止制度 

現行のとおり、休止制度を適用する。 

 

 

⑤使用料納付開始時期 

   公共下水道と同様の扱いとし、検査日の翌日とする。 

 

 

＊量水（メーター）器使用料については、上水道等の取り扱いに準ずる。 

 

６ 料金体系（その２） 

②井戸水の取扱 

   該当する町は、専用メーター検針としている。 

 

 

③温泉水の取扱 

   該当する町は、専用メーター検針としている。 

 

④休止制度 

   なし 

 

 

⑤使用料納付開始時期 

   各町同一の扱いであるが、公共下水道との相違がある。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
６ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

７ 加入金・分担金 

      

処理区名 該当施設無 三重 森本 該当施設無 成願寺・砂方 和田野 黒部 溝谷・吉野 川上南部 

①分担金の額 

 事業費の６．７５％以内 

（２個目以上につき１２万円を

加算） 

 

事業費の６．７５％以内 工事費＋αの６．７５％以内 ２７０，０００円 

②実績金額  ３２０，０００円  ３３０，０００円 １８５，４１６円 ２０２，０６６円 ２１２，８６０円 ２７０，０００円 

③徴収期間  一括払（分割可）  一括払 一括払 一括払 一括払 ３年以内 

④減免制度の内容  有 

町長が認めた額 

 有 

町長が認めた額 

有 

町長が認めた額 

有 

５０％～１００％ 

⑤負担金の支払時期  年度末  年度末 年度末 年度末 年度末 新設年度の翌年度 

⑥負担金の支払方法  年度毎に地元に請求  年度毎に地元に請求 年度毎に地元に

請求 

年度毎に地元に請

求 

年度毎に地元に

請求 

１年を３分割し、地元に請求 

⑦特記事項  １戸当たり負担金限度額 

３２０，０００円 

供用開始後３年以内は、３００，

０００円 

 １戸当たり負担金限度額

３３０，０００円 

 和田野地区の負担

金を参考に減額 

  

⑧新規接続の場合の工事費負

担 

 本管から公共マスまでは 

個人負担 

 本管から公共マスまでは

個人負担 

工事費の２０％、ただし５０戸未満の集落は１０％ 

町費負担限度額１，０００千円 
なし 

 

⑨新規接続の場合の負担金  ３２０，０００円  ３３０，０００円 ３５０，０００円 ２７０，０００円 

       

根拠条例・要綱・規則等 

 大宮町農林水産業施設等整備

事業にかかる分担金徴収条例 

 大宮町農業集落排水処理施設

の設置及び管理に関する条例 

  丹後町分担金徴収条例  弥栄町農林水産業施設等の工事分担金に関する条例  久美浜町農業集落排水処

理施設の設置及び管理に関

する条例 

 ７ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

７ 加入金・分担金 

①分担金の額・②実績金額 

 分担金の額は３２０，０００円とし、 

供用開始１年以内の接続は、５０，０００円 

       ２年以内の接続は、４０，０００円 

       ３年以内の接続は、２０，０００円 の奨励金を支給する。 

同一敷地内における２個目以上の設置は、１個当り１２０，０００円とする。 

   公共マスは全て、新市で管理する。 

 

③徴収期間 

   一括払とする。 

 

④減免制度の内容 

減免制度を採用し、統一した内容に調整する。 

 

⑤負担金の支払時期 

   事業年度の年度末とする。 

 

⑥負担金の支払方法 

   年度毎に地元に請求する。 

 

⑦特記事項 

   大宮町の特典措置は廃止する。 

 

⑧新規接続の場合の工事費負担 

   公共下水道と同一の扱いとし、無料とする。 

 

⑨新規接続の場合の負担金 

  ３２０，０００円とする。 

  ただし、 

  供用開始後１年以内は、２７０，０００円 

       ２年以内は、２８０，０００円 

       ３年以内は、３００，０００円とする。 

  なお、徴収期間については、３年分割又は一括徴収とする。 

 

７ 加入金・分担金 

①分担金の額・②実績金額 

   上限の定めに相違がある。 

 

 

 

 

 

 

③徴収期間 

   一括払と分割払の２通りがある。 

 

④減免制度の内容 

   特になし 

 

⑤負担金の支払時期 

   久美浜町のみ取扱いが異なる。 

 

⑥負担金の支払方法 

   久美浜町のみ１年を３分割して、地元に請求している。 

 

⑦特記事項 

   大宮町に特典措置がある。 

 

⑧新規接続の場合の工事費負担 

   取扱いに相違がある。 

 

⑨新規接続の場合の負担金 

  金額に相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
７ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

11 使用料の減免制度 

      

処  理  区  名 該当施設無 三重・森本 該当施設無 成願寺・砂方 和田野・黒部・溝谷吉野 川上南部 

減免規定の有無 

 有 

 公益上その他特別の理由

があると認めるとき 

 有 

 公益上その他特別の理由

があると認めるとき 

有 

 公益上その他特別の理由

があると認めるとき 

無 

 

根拠条例・要綱・規則等 

 大宮町農業集落排水処理施

設の設置及び管理に関する

条例 

 丹後町集落排水処理施設の

設置及び管理に関する条例

弥栄町農業集落排水処理施

設設置及び管理に関する条

例 

 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ８ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

11 使用料の減免制度 

減免制度は適用することとし、制度の内容については、大宮町・丹後町・弥栄町の制度をもとに調整する。 

 

11 使用料の減免制度 

   久美浜町のみ減免制度がない。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
８ 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 １ 上水道事業 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

４ 検針・料金徴収 

     

該当施設なし 

 

該当施設なし 

①検針月 毎月 毎月 毎月 ２ケ月に１回   

②徴収月 毎月 毎月 毎月 毎月   

③検針事務の方法 委託 委託 委託 委託   

④集金委託の有無 無 無 無 無   

⑤報償金支給の有無 無 無 無 無   

⑥料金の徴収方法 口座振替・納付書 口座振替・納付書 口座振替・納付書 口座振替・納付書   

 

⑦負担金の徴収方法 納付書 納付書 納付書 納付書   

 

５ 会計方式 

      

 ①公営企業会計・特別会計の別 公営企業会計 公営企業会計 公営企業会計 公営企業会計   

 

６ 水質検査 

      

 
①水質検査の方法 

毎日・毎月検査は職員 

全項目・監視項目は委託

毎日・毎月検査は職員 

全項目検査は委託 

毎日・毎月検査は職員 

全項目検査は委託 

毎日・毎月検査は職員 

全項目検査は委託 

  

       

根拠条例・要綱・規則等       

 １ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 １ 上水道事業 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

４ 検針・料金徴収 

  ①検針月 

   毎月検針とする。 

  ②徴収月 

   毎月徴収とする。 

  ③検針事務の方法 

   委託を基本とする。 

  ④集金委託 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑤報償金支給 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑥料金の徴収方法 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑦負担金の徴収方法 

   納付書とする。 

 

 

 

 

 

５ 会計方式 

   公営企業会計とする。 

 

 

 

 

 

６ 水質検査 

 毎日・毎月検査は職員、全項目・監視項目は委託とすることを基本に調整する。 

 

４ 検針・料金徴収 

  ①検針月 

    丹後町のみ、２ケ月に１回の検針となっている。 

  ②徴収月 

    なし 

  ③検針事務の方法 

    なし 

  ④集金委託 

    なし 

  ⑤報償金支給 

    なし 

  ⑥料金の徴収方法 

    なし 

  ⑦負担金の徴収方法 

    なし 

 

 

 

 

 

５ 会計方式 

   なし 

 

 

 

 

 

６ 水質検査 

  特になし（各町とも同じ扱いであるが、峰山町の監視項目は、峰山町のみが実施する項目である） 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
１ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 簡易水道事業 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

４ 検針・料金徴収 

 

該当施設なし 

     

①検針月  毎月・２ケ月に１回 毎月 ２ケ月に１回 ２ケ月に１回 ２ケ月に１回 

②徴収月  毎月・２ケ月に１回 毎月 毎月 毎月 毎月 

③検針事務の方法 
 地元水源管理人による

検針票記入 

委託 委託 職員対応 委託 

④集金委託の有無  無 無 無 無 有 

⑤報償金支給の有無  無 無 無 無 有 

⑥料金の徴収方法 
 口座振替・納付書 口座振替・納付書 口座振替・納付書 口座振替・納付書 口座振替・納付書・地区

集金 

 

⑦負担金の徴収方法  納付書 納付書 納付書 納付書 納付書 

 

５ 会計方式 

      

 
①会計の名称 

 簡易水道特別会計 簡易水道特別会計 簡易水道特別会計 簡易水道・下水道事業特

別会計 

簡易水道特別会計 

 

６ 水質検査 

      

 
①水質検査の方法 

 毎日及び毎月は職員 

全項目は委託 

毎日及び毎月は職員 

全項目は委託 

毎日及び毎月は職員 

全項目は委託 

毎日は職員 

毎月及び全項目は委託 

毎日及び毎月は職員 

全項目は委託 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 簡易水道事業 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

４ 検針・料金徴収 

  ①検針月 

   毎月検針とする。 

  ②徴収月 

   毎月徴収とする。 

  ③検針事務の方法 

   委託を基本とする。 

  ④集金委託 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑤報償金支給 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑥料金の徴収方法 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑦負担金の徴収方法 

   納付書とする。 

 

 

 

 

 

５ 会計方式 

   簡易水道特別会計とする。 

 

 

 

 

 

６ 水質検査 

  毎日及び毎月は職員、全項目は委託とする。 

 

４ 検針・料金徴収 

  ①検針月 

    毎月検針と２ケ月に１回検針となっており、相違がある。 

  ②徴収月 

    大宮町のみ、一部２ケ月に１回徴収となっている。 

  ③検針事務の方法 

    弥栄町のみ、職員が対応している。 

  ④集金委託 

    久美浜町に集金委託がある。 

  ⑤報償金支給 

    久美浜町に報償金の支給がある。 

  ⑥料金の徴収方法 

    久美浜町に地区集金がある。 

  ⑦負担金の徴収方法 

    なし 

 

 

 

 

 

５ 会計方式 

   弥栄町のみ、方式が異なる。 

 

 

 

 

 

６ 水質検査 

  弥栄町のみ、毎月検査を委託している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 飲料水供給施設等 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

４ 検針・料金徴収 

 該当施設なし  管理施設なし   

飲料水供給

施設 

飲料水簡易

供給施設 ①検針月 

無 毎月 

 毎月  ２ケ月に１回 ２ケ月に１回 

②徴収月 毎月 毎月  毎月  毎月 毎月 

③検針事務の方法 無 無  委託  職員対応 委託 

④集金委託の有無 無 無  無  無 有 

⑤報償金支給の有無 無 無  無  無 有 

⑥料金の徴収方法 
納付書 納付書  口座振替・納付書  口座振替・納付書 口座振替・納付書・地区

集金 

 

⑦負担金の徴収方法 納付書 納付書  納付書  納付書 納付書 

 

 

５ 会計方式 

 

 ①会計の名称 小規模水道事業特別会計  簡易水道特別会計  簡易水道・下水道事業特

別会計 

簡易水道特別会計 

 

６ 水質検査 

      

 
①水質検査の方法 必要に応じて委託 

 毎日及び毎月は職員 

全項目は委託 

 毎日は職員 

毎月及び全項目は委託 

毎日及び毎月は職員 

全項目は委託 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ３ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 飲料水供給施設等 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

４ 検針・料金徴収 

  ①検針月 

   毎月検針とする。 

  ②徴収月 

   毎月徴収とする。 

  ③検針事務の方法 

   委託を基本とする。 

  ④集金委託 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑤報償金支給 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑥料金の徴収方法 

   税の取扱いに準ずる。 

  ⑦負担金の徴収方法 

   納付書とする。 

 

 

 

 

 

５ 会計方式 

   簡易水道特別会計とする。 

 

 

 

 

 

６ 水質検査 

  毎日及び毎月は職員、全項目は委託とする。 

 

４ 検針・料金徴収 

  ①検針月 

    各町の扱いに相違がある。 

  ②徴収月 

    なし 

  ③検針事務の方法 

    各町の扱いに相違がある。 

  ④集金委託 

    久美浜町のみ、集金委託がある。 

  ⑤報償金支給 

    久美浜町のみ、報償金の支給がある。 

  ⑥料金の徴収方法 

    久美浜町のみ、地区集金がある。 

  ⑦負担金の徴収方法 

    なし 

 

 

 

 

 

５ 会計方式 

   弥栄町のみ、方式が異なる。 

 

 

 

 

 

６ 水質検査 

  各町に若干の相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
３ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ６ 手数料 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 手数料（平成１４年３月３１日現在） 

      

①設計審査手数料（材料確認を含む） １，０００円
新規：１，０００円

増改：  ５００円
無 

新規：１，０００円

増改：  ５００円
無 無 

②工事検査手数料 

新設・全面改造 

１件＝２，５００円

その他 

１件＝１，０００円

５００円

無 無 新設：１，０００円

増改：  ５００円
１，０００円 

③消防演習立会手数料 

無 無 公設無・私設有 

１回：40mm未満 300円

 40mm以上 400円

無 私設消火栓 ５００円 無 

④開栓・閉栓手数料 ７００円 ５００円 １，０００円 無 無 １，５００円 

⑤道路占用申請手数料 
無 国府道のみ１，０００円 無 国府道：１，０００円

町 道：  ５００円
無 無 

 

区   分 

⑥事業者指定申請手数料 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円 

       

根拠条例・要綱・規則等 
峰山町給水条例 大宮町水道事業給水条

例 

網野町水道条例 丹後町給水条例 弥栄町給水条例 久美浜町簡易水道等事

業給水条例 

 ４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ６ 手数料 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 手数料 

①設計審査手数料（材料確認を含む） 

   １，０００円とする。 

 

 

②工事検査手数料 

   １，０００円とする。 

 

 

 

③消防演習立会手数料 

   公設消火栓は無料とする。 

   私設消火栓については、１回１，０００円とする。 

 

 

④開栓・閉栓手数料 

   １，０００円とする。 

 

 

 

⑤道路占用申請手数料 

   無料とする。 

 

 

 

⑥事業者指定申請手数料 

  現行どおり、１０，０００円とする。 

 

１ 手数料 

①設計審査手数料（材料確認を含む） 

   ３町が無料、３町が有料であり、料金においても相違がある。 

 

 

②工事検査手数料 

   ２町が無料、４町が有料であり、料金においても相違がある。 

 

 

 

③消防演習立会手数料 

   ４町が無料、２町が有料であり、料金においても相違がある。 

 

 

 

④開栓・閉栓手数料 

   ２町が無料、４町が有料であり、料金においても相違がある。 

 

 

 

⑤道路占用申請手数料 

   ４町が無料、２町が有料であり、料金においても相違がある。 

 

 

 

⑥事業者指定申請手数料 

  なし（各町とも同じ扱いである） 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ７ 督促・延滞金 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 督促手数料及び延滞金 

      

①規定の有無 

有 

峰山町税外収入金・滞納

金督促条例 

有 

大宮町税外収入金・滞納

金督促条例 

有 

網野町税外収入延滞金徴

収条例 

有 

丹後町税外収入金滞納

金督促条例 

無 無 

②督促手数料 １００円 １００円 無 １００円 無 無 

 

③延滞金 年１４．６％ 年１４．６％ 年７．３％ 年１４．６％ 無 無 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ７ 督促・延滞金 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 督促手数料及び延滞金 

   新市における、税外収入金滞納金督促条例に準ずるものとする。 

 

１ 督促手数料及び延滞金 

   弥栄町・久美浜町に規定がない。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 ５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ９ 水道工事分担金 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

＊上水道工事分担金 

（分担金の徴収） 

①配水管の延長とその配水管

から給水を受けようとすると

き 

②給水の申込みに応ずるため、

加圧その他特別の施設等を必

要とするとき 

（分担金の額） 

当該工事に必要な額 

（納付義務者） 

工事の申込者 

 

「峰山町上水道工事分担金条

例」 

 

＊上水道工事分担金 

（分担金の徴収） 

給水の申込みに応ずるため、加

圧その他特別の施設等を必要

とするとき 

（分担金の額） 

工事に必要な額 

（納付義務者） 

工事の申込者 

 

「丹後町上水道工事分担金条

例」 

 

１ 水道工事分担金 

 

＊水道の新設、改修事業分担金

（適用の範囲） 

①簡易水道 

②飲料水供給施設 

（分担金納付義務者） 

受益者の代表者 

（分担金額） 

①事業に要する費用の総額か

ら、国庫補助金、府補助金、起

債を控除した範囲内の額 

②事業ごとのおのおのの受益

者の分担金額は、分担金の総額

を関係受益者間で受益の程度

に応じて按分した額 

 

「水道の新設、改修事業等の分

担金徴収条例」 

 

＊配水管布設工事負担金 

（趣旨） 

水道管未設置区域からの給水

申込並びに受水協議等の申請

によって、その地域が５年以内

に５戸以上の加入者があると

認められ、町長が必要と認めた

ときは、町が配水管を布設する

（対象工事） 

①配水管新設工事 

②その他特に必要と認めた工

事 

③前工事で竣工後５年間を経

過したものは対象外 

（納付義務者） 

布設工事区間から分岐して給

水を受ける加入者を納付義務

者とする。但し、宅地造成業者

等の分譲計画は、宅地造成業者

等を納付義務者とする 

（負担金の額） 

①当該工事に要した本工事費

を加入見込数で除した額。但

し、１戸当りの負担金は２０万

円を超えない範囲内とする 

②口径２０ｍｍ以上の加入者

の場合は、口径１３ｍｍを基準

として水量比率によって加算

する 

 

「配水管布設工事に係る負担

金徴収条例」 

 

＊水道事業分担金 

（目的） 

不採算施設を設置する場合の

設置事業に係る分担金の徴収

に関し、必要事項を定める 

（分担金の徴収） 

当該地区の代表者は、不採算施

設の設置事業費の総額から、水

道使用料の見込総額を控除し

た３分の１の額に相当する金

額を納付しなければならない。 

 

○不採算施設 

 一の地区に水道施設を設置

したと仮定した場合に、給水を

開始した時から３０年間にお

ける水道使用料の見込総額が、

設置事業費の総額に満たない

ものをいう。 

○水道使用料の見込総額 

 水道施設を設置する年度の

前年度における上水道及び簡

易水道並びに飲料水供給施設

の加入世帯において、１か月間

の使用水量が９m3 未満の世帯

のみの平均使用水量に係る水

道使用料を基礎として、当該水

道施設を設置した時における

その地区の世帯の全部につい

て給水するものと仮定して算

定する 

 

「網野町水道事業に係る分担

金等に関する条例」 

 

＊簡易水道事業分担金 

（目的） 

丹後町簡易水道事業等の分担

金徴収に関し必要な事項を定

める 

（分担金の種類） 

工事分担金 

（工事の内容） 

新規の給水に特に必要な水道

施設の増補改良の工事 

（納付義務者） 

給水申込者又はその代表者 

（分担金の額） 

工事に必要な額 

 

○増補改良工事 

 水道施設の増設、補強、改良

等の工事 

 

「丹後町簡易水道事業分担金

徴収条例」 

 

＊簡易水道工事分担金 

（総則） 

簡易水道の新設、改良、変更工

事の費用にあてるため、分担金

を徴収する 

（分担金の額） 

事業に要する費用の総額から、

国庫補助金、府補助金、起債を

控除した範囲内の額 

（賦課する者の範囲） 

当該事業により給水を受ける

者 

（納付義務者） 

給水を受ける者の代表者 

 

「弥栄町簡易水道工事分担金

条例」 

 

＊簡易水道工事分担金 

（工事分担金） 

次の各号のいずれかに該当す

る場合の受益者は、別表第３に

定める工事分担金を納入しな

ければならない。 

１．給水区域外の水道未普及地

域を解消するための事業を実

施したとき 

２．定額による水道から計量に

よる水道に変更するための改

良工事を実施したとき。 

３．区長等から給水区域内の配

水管の新設等の申請を受け、配

水管等の新設工事を実施した

とき 

４．第８条に規定する開発行為

等に係る工事を実施したとき 

 

＊別表 

第１号工事分担金 

150,000円 

第２号工事分担金 

150,000円 

第３号工事分担金 

事業費の３０％以内 

第４号工事分担金 

給水協定書により定める額 

 

「久美浜町簡易水道等事業給

水条例」 

根拠条例・要綱・規則等       

 ６ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ９ 水道工事分担金 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 水道工事分担金 

   水道工事分担金については、次のとおりとする。 

（名称） 

水道工事分担金 

（分担金の徴収） 

①配水管から給水を受けようとするとき 

②給水の申込みに応ずるため、加圧その他特別の施設等を必要とするとき 

（分担金の額） 

当該工事に必要な額 

（納付義務者） 

給水申込者又はその代表者 

 

 

１ 水道工事分担金 

   分担金の扱いについて、相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 ６ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 １０ 水道事業審議会 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 審議会の設置 

      

①審議会設置の有無 無 有 有 無 無 有 

②審議会の名称 
 大宮町水道事業審議会 網野町上下水道事業審議会   久美浜町上下水道事業整備審議

会 

③目的 

  水道事業の運営について審議

するため、地方自治法第１３８条

の４第３項の規定に基づき設置

する。 

 上下水道事業の運営について

審議するため、地方自治法第１３

８条の４第３項の規定に基づき

設置する。 

  同左 

④審議会の構成  委員１５名 委員１２名   委員１５名以内 

 

⑤任期  ２年 ２年   ３年 

       

根拠条例・要綱・規則等  大宮町水道事業審議会条例 網野町上下水道事業審議会条例   久美浜町上下水道事業整備審議

会条例 

 

地方自治法 

 

第百三十八条の四  普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 

 ○２  普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属す

る事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 

 ○３  普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、

諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 

７ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 １０ 水道事業審議会 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 審議会の設置 

   事業の運営について調査及び審議するため、水道事業審議会を、新市において設置する。 

 

１ 審議会の設置 

   大宮町・網野町・久美浜町の３町に設置されており、他の３町には設置されていない。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
７ 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

８ 督促手数料及び延滞金 

      

処理区名 峰山処理区 大宮処理区 橘処理区 無（供用開始前） 該当施設無 久美浜処理区 

①規定の有無 

有 

（峰山・大宮公共下水道組合公共下水道条例） 

有 

（網野町税外収入延滞金徴収

条例） 

  無 

②督促手数料 １００円 無   無 

 

③延滞金 
峰山町税外収入金、滞納金督促条例を準用する 

年１４．６％ 

年７．３％ 

 

  無 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 １ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

８ 督促手数料及び延滞金 

  新市における、税外収入金滞納金督促条例に準ずる。 

 

８ 督促手数料及び延滞金 

  各町の取扱いに相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
１ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

９ 検針・料金徴収 

      

処理区名 峰山処理区 大宮処理区 橘処理区 無（供用開始前） 該当施設無 久美浜処理区 

①検針月 毎月 毎月   ２ケ月に１回 

②徴収月 毎月 毎月   毎月 

③検針事務 委託 委託   委託 

④水道水以外の検針事務 認定汚水メーター設置者（本人申請） 
温泉組合からデータの提供 

職員対応 

  
委託 

⑤集金委託の有無 無 無   有 

⑥報償金支給の有無 無 無   無 

 

⑦料金の徴収方法 納入通知書及び口座振替 納入通知書及び口座振替   口座振替・地区集金・納入通知書 

 

 

 

10 会計方式 

      

 会計の名称 峰山・大宮公共下水道組合会計 下水道事業特別会計   下水道事業特別会計 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

９ 検針・料金徴収 

①検針月 

   毎月検針とする。 

 

②徴収月 

   毎月徴収とする。 

 

③検針事務 

   委託を基本とする。 

 

④水道水以外の検針事務 

   委託を基本とする。 

 

⑤集金委託 

   税の取扱いに準ずる。 

 

⑥報償金の支給 

   税の取扱いに準ずる。 

 

⑦料金の徴収方法 

  税の取扱いに準ずる。 

 

 

 

 

10 会計方式 

   公共下水道事業特別会計とする。 

 

９ 検針・料金徴収 

①検針月 

   久美浜町のみ、２ケ月に１回の検針となっている。 

 

②徴収月 

   なし 

 

③検針事務 

   なし 

 

④水道水以外の検針事務 

   各町の扱いに相違がある。 

 

⑤集金委託 

   久美浜町のみ、集金委託がある。 

 

⑥報償金の支給 

   なし 

 

⑦料金の徴収方法 

  久美浜町のみ、地区集金がある。 

 

 

 

 

10 会計方式 

   特になし 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
２ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

12 施設の占用 

①占用の許可 

    

該当施設無 

 

 占用許可条件の有無 有 有 無（供用開始前）  有 

 内容  公共下水道の敷地又は施設に物件を設け、占用しよ

うとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

 同左    峰山町・大宮町に同じ 

 

②占用料の額 

 

金額単位：円

占用物件 単位 金額 

電柱、標識その他

これに類するもの 
１本１年 200

資材置場等 １㎡１日 20

その他の占用 管理者が別に定める  

 

 網野町道路占用料徴収条例の規定を準用する。 

   

 久美浜町道路占用料徴収条例の規定を準用する。 

根拠条例・要綱・規則等 峰山・大宮公共下水道組合公共下水道条例 網野町公共下水道条例   久美浜町下水道条例 

 ３ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ２ 公共下水道事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

12 施設の占用 

   新市において、統一した内容に調整し、占用料の額については、新市における道路占用料徴収条例に定める額とす

る。 

 

12 施設の占用 

   占用料の取扱いに相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 ３ 

＊新市における道路占用料徴収条例に基づく占用料予定額 
占用物件 単位 占用料額（円） 占用物件 単位 占用料額（円） 

第１種電柱 1,000 上空通路 2,900 

第２種電柱 1,600 地下通路 1,500 

第３種電柱 2,200 その他通路 

１㎡１年

1,400 

第１種電話柱 930 露天等施設一時的 １㎡１日 44 

第２種電話柱 1,500 露天等施設その他 １㎡１月 440 

第３種電話柱 2,100 一時的看板 １㎡１月 440 

他の柱類 

１本１年

72 その他看板 １㎡１年 4,400 

共架電線 10 標識 １本１年 1,100 

地下電線 
１ｍ1年

5 旗ざお 一時的 １本１日 44 

路上変圧器 １個１年 700 旗ざお その他 １本１月 440 

地下変圧器 １㎡１年 480 幕 一時的 １㎡１日 44 

変圧塔等 1,400 幕 その他 １㎡１月 440 

郵便差出箱 
１個１年

600 車道横断アーチ 4,400 

広告塔 １㎡１年 4,400 その他アーチ 
１基１月

2,200 

その他工作物 １㎡１年 1,400 工事用板囲等 １㎡１月 440 

0.1m未満 48

0.15m未満 72

0.2m未満 95

0.4m未満 190

1.0m未満 480

水

菅

等

1.0m以上 

１ｍ1年

950

日よけ等施設 1,400

地下街等 １階 Ax0.003 

地下街等 ２階 Ax0.005 

地下街等３階以上 

１ｍ1年

Ax0.006 

 
＊Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

８ 督促手数料及び延滞金 

      

処理区名 該当施設無 三重・森本 該当施設無 成願寺・砂方 和田野・黒部・溝谷吉野 川上南部 

①規定の有無 

 有 

（大宮町税外収入金、滞納金督

促条例） 

 有 

（丹後町税外収入金滞納金督促

条例） 

無 無 

②督促手数料  １００円  １００円 無 無 

 

③延滞金  年１４．６％  年１４．６％ 無 無 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

８ 督促手数料及び延滞金 

新市における、税外収入金滞納金督促条例に準ずる。 

 

 

８ 督促手数料及び延滞金 

   各町の取扱いに相違がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
４ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

９ 検針・料金徴収 

      

処理区名 該当施設無 三重・森本 該当施設無 成願寺・砂方 和田野・黒部・溝谷吉野 川上南部 

①検針月  ―  ２ケ月に１回 ― ２ケ月に１回 

②徴収月  毎月  毎月 毎月 毎月 

③検針事務  ―  嘱託 ― 委託 

④水道水以外の検針事務  ―  嘱託 ― 委託 

⑤集金委託の有無  無  無 無 有 

⑥報償金支給の有無  無  無 無 無 

 

⑦料金の徴収方法  納入通知書・口座振替  納入通知書・口座振替 納入通知書・口座振替 地区集金・納入通知書・口座振替 

 

 

 

10 会計方式 

      

 会計の名称  集落排水事業特別会計  下水道事業特別会計 簡易水道・下水道事業特別会

計 

農業集落排水事業特別会計 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

９ 検針・料金徴収 

①検針月 

   毎月検針とする。 

 

 

②徴収月 

   毎月徴収とする。 

 

 

③検針事務 

   委託を基本とする。 

 

 

④水道水以外の検針事務 

   委託を基本とする。 

 

 

⑤集金委託 

   税の取扱いに準ずる。 

 

 

⑥報償金の支給 

   税の取扱いに準ずる。 

 

 

⑦料金の徴収方法 

  税の取扱いに準ずる。 

 

 

10 会計方式 

   集落排水事業特別会計とする。 

 

９ 検針・料金徴収 

①検針月 

   丹後町・久美浜町とも、２ケ月に１回の検針である。 

 

 

②徴収月 

   なし 

 

 

③検針事務 

   嘱託と委託の二通りがある。 

 

 

④水道水以外の検針事務 

   嘱託と委託の二通りがある。 

 

 

⑤集金委託 

   久美浜町のみ、集金委託がある。 

 

 

⑥報償金の支給 

   なし 

 

 

⑦料金の徴収方法 

  久美浜町のみ、地区集金がある。 

 

 

10 会計方式 

   若干の相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
５ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

12 施設の占用 

①占用の許可 

 

該当施設なし 

  

該当施設なし 

   

 占用許可条件の有無  無  無 無 無 

 内容       

 

②占用料の額 

  

無 

  

無 

 

無 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等       

 ６ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ３ 集落排水（農業・漁業）事業 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

12 施設の占用 

①占用の許可 

   新市において、公共下水道施設の規定に準じて、新たな規定を作成する。 

 

②占用料の額 

  公共下水道施設の規定に準じ、新市における道路占用料徴収条例に定める額とする。 

 

12 施設の占用 

①占用の許可 

   各町とも占用の規定はないが、公共下水道施設については規定がある。 

 

②占用料の額 

各町とも占用の規定はないが、公共下水道施設については規定がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 ６ 

＊新市における道路占用料徴収条例に基づく占用料予定額 
占用物件 単位 占用料額（円） 占用物件 単位 占用料額（円） 

第１種電柱 1,000 上空通路 2,900 

第２種電柱 1,600 地下通路 1,500 

第３種電柱 2,200 その他通路 

１㎡１年

1,400 

第１種電話柱 930 露天等施設一時的 １㎡１日 44 

第２種電話柱 1,500 露天等施設その他 １㎡１月 440 

第３種電話柱 2,100 一時的看板 １㎡１月 440 

他の柱類 

１本１年

72 その他看板 １㎡１年 4,400 

共架電線 10 標識 １本１年 1,100 

地下電線 
１ｍ1年

5 旗ざお 一時的 １本１日 44 

路上変圧器 １個１年 700 旗ざお その他 １本１月 440 

地下変圧器 １㎡１年 480 幕 一時的 １㎡１日 44 

変圧塔等 1,400 幕 その他 １㎡１月 440 

郵便差出箱 
１個１年

600 車道横断アーチ 4,400 

広告塔 １㎡１年 4,400 その他アーチ 
１基１月

2,200 

その他工作物 １㎡１年 1,400 工事用板囲等 １㎡１月 440 

0.1m未満 48

0.15m未満 72

0.2m未満 95

0.4m未満 190

1.0m未満 480

水

菅

等

1.0m以上 

１ｍ1年

950

日よけ等施設 1,400

地下街等 １階 Ax0.003 

地下街等 ２階 Ax0.005 

地下街等３階以上 

１ｍ1年

Ax0.006 

 
＊Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ５ 生活排水処理施設の受益者に対する支援措置 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 合併処理浄化槽設置及び宅内工事に対する支援措置の１ 

A設置に対する補助・融資等の支援 

      

補助金制度の名称 
峰山町合併処理浄化槽設置

整備事業費補助金 

大宮町合併処理浄化槽

設置整備事業費補助金 

合併処理浄化槽設置整備

事業補助 

合併処理浄化槽設置整

備事業費補助金 

弥栄町合併処理浄化槽

補助金 

合併処理浄化槽設置整

備事業 

補助対象者 
指定地域内の合併処理浄化

槽設置者 

指定地域内の合併処理

浄化槽設置者 

指定地域内の合併処理浄

化槽設置者 

指定地域内の合併処理

浄化槽設置者 

指定地域内の合併処理

浄化槽設置者 

指定地域内の合併処理

浄化槽設置者 

合併処理浄化槽

制度の内容 

補助額 

５人槽＝375(125)千円

6～7人槽＝438(146)千円

8～10人槽＝555(185)千円

５人槽＝375千円 

6～7人槽＝438千円 

8～10人槽＝555千円 

５人槽＝375千円

6～7人槽＝438千円

8～10人槽＝555千円

11～20人槽＝1,044千円

21～30人槽＝1,752千円

31～50人槽＝2,340千円

51人槽以上＝2,670千円

５人槽＝375千円

6～7人槽＝438千円

8～10人槽＝555千円

５人槽＝674千円

6～7人槽＝786千円

8～10人槽＝1,000千円

５人槽＝375千円 

6～7人槽＝438千円 

8～10人槽＝555千円 

補助金制度の名称 改造資金利子補給  無  改造資金利子補給 

補助対象者 供用開始公示後３年以内に改造工事をした者    申請者 

補助率 上限２％ ただし、融資利率の１％は自己負担    利子の１/２ 
公共下水道事業

制度の内容 

限度額 借入限度額  1,000千円    １/２は２％まで 

補助金制度の名称 無 

大宮町農業集落排水処

理施設排水設備設置資

金利子補給金交付事業 

無 無 無 

改造資金利子補給 

補助対象者  供用開始公示後３年以

内に改造工事をした者 

   申請者 

補助率  上限２％ ただし、融資

利率の１％は自己負担 

   利子の１/２ 

補助金制度 

集落排水事業 

制度の内容 

限度額  借入限度額 1,000千円    １/２は２％まで 

融資制度の名称 無 無 無 無 無 無 

補助対象者       合併処理浄化槽
制度の内容 

補助額       

融資制度の名称 無 無 無 無 無 改造工事融資斡旋 

補助対象者      申請者 

補助率       

 

 

 

 

 

 

融資制度 

公共下水道事業
制度の内容 

限度額      １５０万円 

融資制度の名称 無 無 無 無 無 改造工事融資斡旋 

補助対象者      申請者 

補助率       

 

 

集落排水事業 
制度の内容 

限度額      １５０万円 

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ７ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ５ 生活排水処理施設の受益者に対する支援措置 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 合併処理浄化槽設置及び宅内工事に対する支援措置の１ 

A設置に対する補助・融資等の支援 

 

・合併処理浄化槽の補助については、網野町の制度をもとに調整し、新市全体に適用する。 

 

・その他の制度は廃止する。 

（加入金（分担金）において、段階的軽減措置を講ずるため、他の制度は廃止する） 

 

１ 合併処理浄化槽設置及び宅内工事に対する支援措置の１ 

A設置に対する補助・融資等の支援 

   

  各町において独自の支援措置がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
７ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ５ 生活排水処理施設の受益者に対する支援措置 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 合併処理浄化槽設置及び宅内工事に対する支援措置の２ 

 

B施設管理に対する補助・融資等の支援 

      

補助金制度の名称 無 無 無 無 
弥栄町合併処理浄化槽

維持管理費補助金 
無 

補助対象者 

    対象住宅に設置された

合併処理浄化槽の維持

管理費 

 

補助率     （維持管理委託費）―

（集落排水使用料相当

額） 

 

合併処理浄化槽

制度の内容 

限度額     無  

補助金制度の名称 無 無 無 無 無 無 

補助対象者       

補助率       
公共下水道事業

制度の内容 

限度額       

補助金制度の名称 無 無 無 無 無 無 

補助対象者       

補助率       

補助金制度 

集落排水事業 
制度の内容 

限度額       

融資制度の名称 無 無 無 無 無 無 

補助対象者       

補助率       
合併処理浄化槽

制度の内容 

限度額       

融資制度の名称 無 無 無 無 無 無 

補助対象者       

補助率       

 

 

 

 

 

 

融資制度 公共下水道事業
制度の内容 

限度額       

融資制度の名称 無 無 無 無 無 無 

補助対象者       

補助率       

 

 

集落排水事業 
制度の内容 

限度額       

       

根拠条例・要綱・規則等       

 ８ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ５ 生活排水処理施設の受益者に対する支援措置 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 合併処理浄化槽設置及び宅内工事に対する支援措置の２ 

B施設管理に対する補助・融資等の支援 

 

  １町のみの制度であり、新市全体の適用は困難なため、廃止の方向で調整する。 

 

１ 合併処理浄化槽設置及び宅内工事に対する支援措置の２ 

B施設管理に対する補助・融資等の支援 

 

  弥栄町のみ、補助制度がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
８ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ６ 排水設備指定工事業者申請手数料 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町・大宮町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 排水設備指定工事業者申請手

数料 

      

手数料の名称 
宅内排水設備指定工事業者申

請手数料 

排水設備工事指定工事業者指

定申請手数料 

宅内排水設備指定工事業者登

録手数料 

排水設備指定工事業者指定申

請手数料 

無 排水設備工事指定店申請手数料 

 

手数料の金額 
新規＝１０，０００円 

更新＝１０，０００円 

新規＝１０，０００円 

更新＝     ０円 

新規＝１０，０００円 

更新＝     ０円 

新規＝１０，０００円 

更新＝ ５，０００円 
無 

新規＝１０，０００円 

更新＝ ５，０００円 

 

排水設備指定工事業者の有効

期間 
５年間 ５年間 ５年間 ５年間 ２年間 ５年間 

       

根拠条例・要綱・規則等 
峰山・大宮公共下水道組合公共

下水道条例 

大宮町農業集落排水処理施設

の設置及び管理に関する条例 

網野町公共下水道条例 丹後町集落排水処理施設の設

置及び管理に関する条例 

弥栄町農業集落排水処理施設

設置及び管理に関する条例 

久美浜町下水道条例 

 ９ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ６ 排水設備指定工事業者申請手数料 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 排水設備指定工事業者申請手数料 

   手数料については、新規＝１０，０００円、更新＝５，０００円とする。 

   排水設備指定工事業者の有効期間は５年とする。 

 

１ 排水設備指定工事業者申請手数料 

   手数料及び有効期間について相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
９ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ７ 下水道関係事業団体補助金 分科会名 下水道分科会 

現                   況 

項    目 峰山町・大宮町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 農業集落排水事業補助金 

なし なし なし なし  

補助金の名称 概    要 支出先 補助金額（円） 

弥栄町農業集落排水協

議会補助金 

 農業集落排水事業完了地区の管理組合相

互の密接な連絡を取り、排水処理施設の適切

な維持管理を図るため、各種事業を行う。 

弥栄町農業集落排水施

設維持管理連絡協議会 ５０，０００ 

和田野地区処理施設維

持管理組合補助金 

 鳥取・木橋・和田野地区で、排水処理施設

を使用する者が、当該施設の適正な維持管理

を図るため、各種事業を行う。 

和田野地区農業集落排

水処理施設維持管理組

合 

１５０，０００ 

黒部地区処理施設維持

管理組合補助金 

 船木・黒部・小田・国久・井辺地区で、排

水処理施設を使用する者が、当該施設の適正

な維持管理を図るため、各種事業を行う。 

黒部地区農業集落排水

処理施設維持管理組合 １５０，０００ 

溝谷吉野地区処理施設

維持管理組合補助金 

 吉沢・芋野・堤・溝谷・外村・等楽寺地区

で、排水処理施設を使用する者が、当該施設

の適正な維持管理を図るため、各種事業を行

う。 

溝谷・吉野地区農業集落

排水処理施設維持管理

組合 
１５０，０００ 

 

弥栄町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例 

（管理の委託） 

第20条 町長は、排水処理施設を効果的に運営するため、清掃等日常的な管理業務を受益者で組織する組合に、また専門

的な保守点検業務を業者に委託することができる。 

なし 

 

根拠条例・要綱・規則等     弥栄町農林水産振興活動等補助金交付要綱  

 １０ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ７ 下水道関係事業団体補助金 分科会名 下水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 農業集落排水事業補助金 

   合併時において廃止とし、業者委託とする方向で調整する。 

 

１ 農業集落排水事業補助金 

   弥栄町のみ、清掃等の日常的な管理業務を受益者で組織する組合に委託し、補助金として交付している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
１０ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ８ 下水道事業審議会 分科会名 上水道分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 審議会の設置 

      

①審議会設置の有無 無 無 有 無 無 有 

②審議会の名称 
  網野町上下水道事業審議会   久美浜町上下水道事業整備審議

会 

③目的 

   上下水道事業の運営について

審議するため、地方自治法第１３

８条の４第３項の規定に基づき

設置する。 

  同左 

④審議会の構成   委員１２名   委員１５名以内 

 

⑤任期   ２年   ３年 

       

根拠条例・要綱・規則等   網野町上下水道事業審議会条例   久美浜町上下水道事業整備審議

会条例 

 

地方自治法 

 

第百三十八条の四  普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 

 ○２  普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属す

る事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 

 ○３  普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、

諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 

１１ 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 整理番号  専門部会名 上下水道部会 

分    類 ８ 下水道事業審議会 分科会名 上水道分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

１ 審議会の設置 

   事業の運営について調査及び審議するため、下水道事業審議会を、新市において設置する。 

 

１ 審議会の設置 

   網野町・久美浜町の２町に設置されており、他の４町には設置されていない。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 
１１ 
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